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令和６年６月１８日 

健康部健康推進課 

 

江東区健康増進計画・江東区食育推進計画・江東区がん対策推進計画 

（令和７年度～１８年度）の策定について 

 

１ 現計画の評価 

  江東区健康増進計画・江東区食育推進計画・江東区がん対策推進計画（平

成３１年度～令和６年度）について、令和５年度に実施した区民健康意識調

査を中心に各種事業実績等を用い、指標についての評価を行ったところ、

「達成」「改善方向にある」が「悪化」を上回ったものの、半数近くの指標

が「変わりがない」という評価結果となった。 

計画期間の大半がコロナ禍の期間に重なり、不要不急の外出自粛要請をは

じめ、区内運動施設の休止や啓発イベントの中止・縮小などの感染防止対策

が区民生活に影響を与え、評価が思うように伸びなかったと考えられる。 

 

【評価の概要】 
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２ 次期計画の策定 

（１）計画策定の概要 

国の「健康日本２１（第三次）」や「東京都健康推進プラン２１（第三

次）」、区の「（江東区）高齢者地域包括ケア計画」や「（江東区）こど

も・子育て支援事業計画」等の関連計画と整合性を図りながら、「（江東

区）健康増進計画（第三次）」を策定する。 

 

（２）計画期間 

・令和７年度（2025 年度）～令和１８年度（2036 年度）（１２年間） 

・令和１３年度（2031 年度）に中間評価を行い、必要に応じて計画の見直

しを行う。 

 

（３）策定体制 

  ・三師会や学識経験者、公募区民（計１４名）をメンバーとする「江東区

健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画策定協議会」を設置。 

  ・同策定協議会の下に、３つの作業部会を設置し、検討を行う。 

  ・作業部会には区の関係職員が出席し、区の施策との調整を行う。 

 

（４）策定スケジュール 

  各作業部会での検討を踏まえ、１１月に素案を策定し、１２月のパブリッ

クコメントを経て、令和７年３月に計画策定完了の予定。 

 

 


